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Information

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
児
童
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
９
９
４
─44
─９
８
２
５

な
か
よ
し
ク
ラ
ブ
バ
ザ
ー

　

市
児
童
セ
ン
タ
ー
の
地
域
活
動
ク

ラ
ブ
「
な
か
よ
し
ク
ラ
ブ
」
で
は
、
バ

ザ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
子
供
の
ゲ
ー

ム
や
福
祉
作
業
所
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る

の
で
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
２
月
18
日
（
土
）
10
時
〜

正
午

● 

場
所
＝
市
児
童
セ
ン
タ
ー
（
西
原

台
小
近
く
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

な
か
よ
し
ク
ラ
ブ

　
　

☎
０
９
９
４
─41
─１
３
２
８

　

市
児
童
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
９
９
４
─44
─９
８
２
５

鹿
児
島
県
理
学
療
法
士
学

会
の
特
別
講
演
を
開
催

　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
申

し
込
み
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

日
時
＝
２
月
19
日
（
日
）
10
時
〜

正
午

●
場
所
＝
鹿
屋
体
育
大
学
水
野
講
堂

● 

特
別
講
演
テ
ー
マ
＝
「
ス
ポ
ー
ツ

障
害
と
メ
デ
ィ
カ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の

重
要
性
」

● 

講
師
＝
鹿
屋
体
育
大
学
保
健
管
理

セ
ン
タ
ー　

藤
井
康
成
助
教
授

●
参
加
料
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
高
齢
障
害
福
祉
課

　
　

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
１
６

　

※ 

各
総
合
支
所
の
健
康
福
祉
課
で

も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

お
む
つ
代
医
療
費
控
除
確

認
書
を
交
付

　

確
定
申
告
の
際
、
本
人
ま
た
は
扶

養
親
族
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

を
受
け
る
に
は
、
医
師
が
発
行
し
た

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で

す
が
、
次
の
交
付
要
件
に
該
当
す
る

人
は
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
の
代

わ
り
に
市
が
交
付
す
る
「
お
む
つ
代

医
療
費
控
除
確
認
書
」
の
提
出
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
交
付
要
件

① 

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け

る
の
が
２
年
目
以
降
で
あ
る
人

② 

対
象
者
の
介
護
保
険
法
の
要
介

護
認
定
に
係
る
主
治
医
意
見
書

で
、「
障
害
老
人
の
日
常
生
活
自
立

度
」
の
記
載
が
「
Ｂ
１
、
Ｂ
２
、
Ｃ

１
又
は
Ｃ
２
」
か
つ
「
尿
失
禁
の
可

能
性
」
の
記
載
が
「
あ
り
」
の
人

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
高
齢
障
害
福
祉
課

　
　

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
１
６

　

※ 

各
総
合
支
所
の
健
康
福
祉
課
で

も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

春
季
学
習
成
果
発
表
会

　

市
民
講
座
生
や
学
習
グ
ル
ー
プ
の

春
季
学
習
成
果
発
表
会
を
開
催
し
ま

す
。

舞
台
発
表

● 

日
時
＝
２
月
18
日
（
土
）
13
時
30

分
〜
16
時

●
場
所
＝
市
文
化
会
館
（
北
田
町
）

● 

内
容
＝
日
本
舞
踊
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
、

詩
吟
な
ど

作
品
展
示

● 

日
時
＝
２
月
15
日
（
水
）
〜
19
日

（
日
）
９
時
〜
21
時
30
分

● 

場
所
＝
市
中
央
公
民
館
（
北
田

町
）

● 

展
示
品
＝
書
道
、
陶
芸
、
草
木
染
、

ペ
ン
習
字
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
中
央
公
民
館

　
　

☎
０
９
９
４
─44
─０
３
２
１

児
童
向
け
の
映
画
を
上
映

　

童
話
や
物
語
な
ど
、
児
童
向
け
の

映
画
を
無
料
で
上
映
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
２
月
18
日
（
土
）
10
時
〜

正
午

● 

場
所
＝
市
児
童
セ
ン
タ
ー
（
西
原

台
小
近
く
）

● 

対
象
者
＝
幼
児
・
小
学
生
と
そ
の

保
護
者 催　

し

の
書
類
は
、
鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署

　

〒
８
９
３
─０
０
６
４

　

鹿
屋
市
西
原
４
─５
─１

　

鹿
屋
合
同
庁
舎

　
　

☎
０
９
９
４
─43
─３
３
８
５

【
問
い
合
わ
せ
】

　

志
布
志
労
働
基
準
監
督
署

　
　

☎
０
９
９
─４
７
２
─０
２
２
６

寝
た
き
り
高
齢
者
等
に
対

す
る
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
を
交
付

　

所
得
税
や
地
方
税
で
は
、
申
告
す

る
本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
が
「
障
害

者
（
ま
た
は
特
別
障
害
者
）
」
に
該

当
す
る
場
合
、
「
障
害
者
控
除
」
と

し
て
一
定
金
額
を
所
得
か
ら
差
し
引

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受

け
て
い
な
く
て
も
、
65
歳
以
上
で
介

護
保
険
の
要
介
護
認
定
（
要
支
援
を

除
く
）
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
、

｢

障
害
者
控
除｣

の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
を
交
付
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
は
認
定
書
の
交
付
は
で
き

　五穀豊じょうと家内安全を祈り、約400年前から伝わる伝統行事「山
宮神社の春祭り」が開催されます。祭りでは、山宮神社春祭りの芸能
として県の無形民俗文化財に指定されている堂園・馬掛・生栗須の３町
内会の棒踊りやかぎ引き、田おこしが奉納されます。ぜひ、ご覧ください。

日　時　2月19日（日）　午前11時～
場　所　山宮神社（串良町細山田）

KANOYA  CITY かKANOYA  CITY か

山宮神社春祭り

【問い合わせ】　市文化課文化財係　☎ 0994-31-1167

税
に
つ
い
て


